




マイナンバーカード普及促進のお願い

新型コロナウイルス感染症への対応等を踏まえ、社会全体の
デジタル化が強く求められており、デジタル社会の基盤であるマイナ
ンバーカードについて、「令和4年度末までにほぼ全国民に行き渡
らせることを目指」し、政府全体で普及促進に取り組んでいる。
また、保険証の原則廃止を目指す方針が示されるなど、マイナ
ンバーカードの保険証としての利用も推進。

令和4年６月1日現在、全国の交付枚数は約5,660万枚、
人口に対する交付枚数率は約44.7%であるが、自治体ごとに見
れば、84.9%から19.4％まで、取組次第で大きく差が生じている。

政府目標の実現に向け、①マイナポイント第２弾によるカード
取得者への最大2万円相当のポイント付与や、②出張申請受付
時の商品券配布を含む市区町村の取組に対し、交付事務費補
助金による手厚い支援策等を講じているので、積極的な取組を
お願いしたい。

また、地域のデジタル化推進のため、住民に身近な行政を担う
地方公務員等自らが率先してカードを取得いただきたい。
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